
環境影響評価審査会 神鋼神戸製鉄所火力発電所部会（第５回）部会審議概要 

 

１ 日時：平成 30 年２月９日（金）14:00～16:30 

２ 場所：神戸市教育会館 404 号室 

３ 議題：株式会社神戸製鋼神戸製鉄所火力発電所（仮称）設置計画に係る環境影響評価準

備書の審査について 

４ 出席委員：西村委員（部会長）、川井委員、近藤委員、澤木委員、西田委員、益田委員 

５ 関係課等： 

  兵庫県環境影響評価室、自然環境課、水大気課、温暖化対策課、環境整備課、水エネル

ギー課、阪神北県民局環境課 

６ 配付資料： 

  資料１ 補足説明資料（温室効果ガス） 

  資料２ 準備書についての意見の概要と事業者の見解の一部補正 

  資料３ 公聴会開催結果について(報告) 

７ 説明概要 

 〈事業者による説明概要〉 

  ・二酸化炭素総排出量の削減方策及び削減効果についての説明（関連資料：資料１） 

  ・製品データ改ざん問題及び準備書に関するデータ検証を踏まえた、準備書についての

意見に対する事業者見解の一部補正についての説明（関連資料：資料２） 

 〈県による報告事項〉 

  ・公述人数、傍聴者数、主な公述意見の概要等に関する報告（関連資料：資料３） 

８ 審議での主な意見等（部会後概要説明内容） 

〈補足説明資料（温室効果ガス）について〉 

・それぞれの削減の取り組みの時点が統一されていないのでわかりにくい。 

(事業者) 起点は温暖化対策の国の基準年である 2013 年としている。 

・所内電力分については 2013 年起点で納得できるが、再生可能エネルギー比率の増加

による CO2削減分については、本計画による増加分に対する削減効果がわかりにくい。 

  

〈事業者見解の一部補正について〉 

  ・この一部補正資料の取り扱いはどうなるのか。 

   (事業者) 我が社の製品データ改ざんについて 10 月 8 日に発表し、その後に県市に

おいてデータ検証を行うという発表があった。その後、経産省から「県市の

データ検証に協力すること」「事業者として自主検証を行うこと」「それらを

踏まえて事業者見解のコンプライアンスに関わる部分に追記すること」とい

う指示があり、それを受けて作成したものである。 

  ・アセスに対する事業者のスタンスが、この補正資料では明確にされていないと思う。 
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次 第 

 

平成 30 年２月９日（金）14 時 00 分～ 

                      神戸市教育会館 404 会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 挨 拶 

 

３ 議 題 

株式会社神戸製鋼所神戸製鉄所火力発電所(仮称)設置計画に係る 

環境影響評価準備書の審査について 

 

４ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜ 資 料 ＞ 

   資料１ 補足説明資料（温室効果ガス） 

   資料２ 準備書についての意見の概要と事業者の見解の一部補正 

   資料３ 公聴会開催結果について（報告） 

     

     















 

神戸製鉄所火力発電所（仮称）設置計画環境影響評価準備書に関する 

公聴会開催結果について（報告） 

 
県は、「環境影響評価に関する知事意見の形成等に関する要綱」第５条第２項の規

定に基づき、平成 30 年２月３日（土）に芦屋市内で「神戸製鉄所火力発電所（仮称）

設置計画環境影響評価準備書に関する公聴会」を開催した。 

※ 神戸市内分は８月 20 日に神戸市が開催済み。 

 
１ 公聴会の内容 

（１）開催概要 

日 時  平成30年２月３日（土）10:30～12:40 

場 所  芦屋市民センター 301室 

公述人  芦屋市民及び芦屋市内に通勤している者 13人 

     （申込人数は14名、当日欠席１名） 

傍聴者  約40人 

 
（２）公述意見の概要 

   公述意見の多くが反対の立場からの意見であったが、賛成の立場からの意見も

１名あった。 

  ○ 石炭火力はＣＯ2排出量が多く、世界の流れに逆行するため計画は中止すべ

き。 

   ○ 大気汚染物質の最大着地濃度地点が芦屋にあり、ＮＯ２、ＳＯ２、ＳＰＭが

降り注ぐため、健康への影響が懸念される。 

   ○ 石炭に含まれる水銀は、微量でも大量・長期間にわたり排出すると健康被

害が発生すると予想される。 

○ 人口密度地域かつ大気環境が悪い地域（自動車ＮＯx・ＰＭ法の指定地域）

に石炭火力発電所を設置すれば、公害患者の発生が危惧される。 

○ 大量の温排水が排出され、排ガスの洗浄水も含まれるので海への生物への

影響が懸念される。 

○ 神戸製鋼でまたデータ改ざんがあり、組織ぐるみなので、準備書のデータ

は信じられない。 

○ 電力供給というメリットに対して環境負荷というデメリットが生じるのは

やむを得ないため、計画には賛成。 

 
２ 今後の手続 

公聴会で陳述された意見については、県が記録書として取りまとめ、事業者、神

戸市及び芦屋市に送付する。事業者は記録書の受け取り後、30 日以内に記録書に対

する事業者見解を作成し、県に提出する。 

資料３ 

平成 30 年２月９日 
兵庫県環境影響評価室 


	次第等
	0000次第
	01部会出席者名簿（180209部会）
	180209座席表
	神鋼審査会部会案（部会配布）




